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Change,Challenge,Chance

0

令和4年10⽉審査事務集約時の変更点
（医療機関【⻭科】）

令 和 4 年 9 ⽉

重要性分類Ⅱ
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医療機関の皆様への対応

電⼦媒体及び紙レセプトの提出⽅法・提出先は各都道府県の審査委員会事務局です。
住所は従来同様、医療機関の所在する⽀部と変わりません。

レセプトの提出先

各都道府県審査委員会での審査決定の仕組みは変わりません。
審査決定

各種届出の窓⼝は各都道府県の審査委員会事務局です。
住所は従来同様、医療機関の所在する⽀部と変わりません。

各種届出の窓⼝

その他の主な照会先
① 出産育児⼀時⾦等に関すること
② 特定健診の届出・内容（請求・⽀払）に関すること
③ 当座⼝振込通知書の内容・再発⾏・未送付等に関すること

審査委員会事務局宛て
ご連絡願います

※ 電⼦レセプトによる請求をしている医療機関が、返戻再請求（⽉遅れレセプト）を紙レセプトで提出する場合、その紙レセプト
は審査委員会事務局への提出となります。

※ 特定健診・特定保健指導の電⼦媒体、出産育児⼀時⾦等代理申請・受取請求書の紙及び電⼦媒体も、各都道府県
の審査委員会事務局へご提出願います。

※ 主として、これまで⽀部でレセプト点検をしてきた職員が、引き続き審査事務を⾏います。
※ 地域医療や医療機関の特性を熟知した審査委員が、引き続き各都道府県で審査を⾏います。

※ 診療報酬等振込銀⾏（⼝座）変更届、電⼦証明書発⾏依頼書、特定健診・特定保健指導機関届 など
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医療機関の皆様への対応

審査結果に関する問い合わせ

・電⼦レセプト請求医療機関 センター・分室の審査事務担当者の照会連絡先にご照会
ください。
そうでない場合、転送により時間がかかることがあります。

・紙レセプト請求医療機関 審査委員会事務局の審査事務担当者の照会連絡先にご照会
ください。

※ センター併設事務局のある都道府県の紙レセプト請求医療機関はセンター・分室
の担当者が対応します。

※ 群⾺県及び島根県所在の紙レセプト請求医療機関については、⾼崎分室、
⽶⼦分室でそれぞれ対応いたします。

▶9⽉5⽇、９⽉30⽇の増減点連絡書等の発送に同封して、医療機関ごとに、⽀払基⾦の
担当者と照会連絡先のご案内を送付します。

▶⽀払基⾦ホームページに「医療機関等照会連絡先検索機能」を登載します。
(9⽉下旬運⽤開始予定)

医療機関コードを⼊⼒することにより、担当者、照会連絡先を確認することができます。

変更
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医療機関の皆様への対応

○審査結果に対する再審査請求や、レセプトの取下げ依頼における再審査等請求書の提出先が
変更となります。

再審査等請求書の提出

※ Faxでの受信は廃⽌させていただきます。
※ なお、提出⽅法については、この他にメールによる⽅法を検討しておりますので、おってご連絡申し上げます。

変更

・ 電⼦レセプト請求医療機関 審査事務センター・分室の審査事務担当者宛て
・ 紙レセプト請求医療機関 審査委員会事務局の審査事務担当者宛て

○提出⽅法
●審査結果に対する再審査等請求書

・ オンライン請求医療機関 原則、オンラインによりご提出をお願いします。

・ 電⼦媒体⼜は紙レセプト請求医療機関 郵送によりご提出をお願いします。

（センター併設事務局を除きます。また、群⾺県及び島根県所在の医療機関の
紙レセプトについては、⾼崎分室、⽶⼦分室でそれぞれ対応いたします。 ）

※ Faxでの受信は廃⽌させていただきます。

●レセプトの取下げ依頼に対する再審査等請求書
・ 当⽉請求のレセプトの取下げ依頼 電話によりご依頼ください。

・ 前⽉以前に請求されたレセプトの取下げ依頼
 オンライン請求医療機関 原則、オンラインによりご提出をお願いします。
 電⼦媒体⼜は紙レセプト請求医療機関 郵送によりご提出をお願いします。

※ 審査委員会が始まる前⽇までにお電話いただけますと、レセプトを翌⽉⽉初に返戻することが可能です。
※ 毎⽉の電話取下げ期限については、毎⽉医療機関宛て返戻時に送付するお知らせ⽂書に審査委員会⽇程を踏まえた取下げ期限

⽇を掲載いたします。

※ 資料等を添付した上で再審査請求される場合は、郵送にてご提出ください。
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（参考）審査事務担当者直通番号の案内送付

９⽉5⽇と９⽉30⽇の返戻発送にて医療
機関へ審査事務担当者直通番号等をお知ら
せします。
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（参考）医療機関等照会連絡先検索機能

医療機関コードを⼊⼒し、検索
いただくと照会連絡先が表⽰さ
れます。
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集約後の医療機関からの電話照会対応について〈変更のポイント〉

集約後の医療機関からの電話照会対応に
ついてのポイント
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集約後の医療機関からの電話照会対応に当たって
▪令和４年１０⽉より医療機関から提出されたレセプトの審査事務に携わる審査事務担当者は
全国１４拠点に集約することとなりますが、基本的に医療機関からの照会対応は引き続き、担当する
医療機関の実情を把握している審査事務センター（分室）の審査事務担当者が担当してまいります。

⇒これを踏まえ、医療機関からの⽀払基⾦担当（審査事務担当）を明確にし集約後も医療機関への
サービスの低下がないよう、迅速な照会対応を⾏うため、以下のとおりの対応を⾏うこととしています。

これまでと集約後の懸念 集約後
医療機関が所在する⽀部（審査委員会事務局）の代表電話
へご照会いただいておりましたが、代表電話からの問い合
わせは、審査事務センター職員への転送⾏為に時間がかか
ることがあります。

医療機関からの電話照会は、審査事務センター担当職員
直通番号でのお問合わせにご協⼒をお願いします。

具体的には下表の対応を⾏うこととしています。

審査事務担当者直通番号の案内送付 ⽀払基⾦担当者照会機能の構築
医療機関別に審査事務センター（分室）審査事務
担当者の

・担当者名
・担当者連絡先番号
・担当部署（課・係まで）

さらに医療機関からの照会先確認の利便性の向上
に資するよう、
・医療機関ごとに審査事務担当者と直通電話番号

を検索できる「医療機関等照会連絡先検索機
能」を⽀払基⾦ホームページにも搭載予定※
です。

※9⽉下旬運⽤開始予定

➤上記内容について、直通番号による問い合わせにご協⼒いただきますよう、９⽉5⽇と９⽉30⽇の
返戻発送に別紙のとおり医療機関へ審査事務担当者直通番号等をお知らせさせていただきます。
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再審査等請求書の提出について〈変更のポイント〉

再審査等請求書の提出についての
ポイント
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再審査等請求書の提出について 〈変更のポイント〉

⽀払基⾦では令和4年10⽉に審査事務担当者を審査事務センター（分室）へ集約します。
集約後は、審査事務センター（分室）所在の医療機関担当者が医療機関の照会窓⼝となって、ご照

会いただいた事項について迅速かつ的確に対応いたします。
再審査処理においても医療機関の審査状況等を熟知している審査事務担当者が細やかな対応を⾏っ

ていくため、再審査等請求書の提出先を審査事務担当者宛へ変更させていただきます。⇒詳細はスラ
イド１0

変更のポイント① 審査結果に対する再審査等請求書の提出先を審査事務担当者宛へ変更
します

医療機関の担当者及び照会連絡先電話番号を公表いたしますので、当⽉請求レセプトの取下げ依頼
につきましては、担当者宛てに直接電話にてご依頼いただくことにより、医療機関における再審査等
請求書の送付に係る負担を軽減し、迅速かつ的確に対応いたします。
（FＡＸによる依頼はご遠慮願います。）

なお、電話での対応期限は審査委員会開催前⽇ とさせていただきます。審査委員会開催以降に当
⽉請求レセプトの取下げ依頼をされた場合も、再審査等請求書の提出を求めることなく、担当者が責
任をもって翌⽉以降に保険者に対し返付依頼を⾏います。⇒詳細はスライド１１
提出⽅法については、この他にメールによる⽅法を検討しておりますので、おってご連絡いたします。

変更のポイント② 当⽉請求レセプトの取下げ依頼は電話で対応します
前⽉以前請求レセプトの取下げ依頼はオンライン請求システム及び
郵送で対応します

※

※毎⽉の電話取下げ期限については、毎⽉医療機関宛て返戻時に送付するお知らせ⽂書に審査委員会⽇程を踏まえた
取下げ期限⽇を掲載いたします。また、⽀払基⾦ホームページの医療機関所在の都道府県ページにも掲載しています。
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再審査等請求書の提出について 〈現状〉

 再審査等請求書は、医療機関が ①審査結果に対する再審査請求
②レセプトの取下げ依頼
を⾏う場合にご提出いただく請求書です。

 現⾏は、医療機関が所在する都道府県の⽀払基⾦⽀部にご提出いただいています。
【参考】再審査等請求書の受付件数（全⽀部合計）
• 審査結果に対する再審査請求…⽉平均 18,000件
• 前⽉以前請求レセプトの取下げ依頼…⽉平均 62,000件
• 当⽉請求レセプトの取下げ依頼…⽉平均 20,000件

 再審査等請求書の提出⽅法は、現⾏は郵送（約8割）・オンライン請求システム
（約1割）・持参（約1割）・その他（FAX、TEL（当⽉請求レセプトの取下げ
依頼のみ対応））となっております。

〈国⺠健康保険団体連合会の現状〉
再審査等請求書については、全国統⼀された名称・様式ではなく都道府県ごとに異なって
おり、医療機関からの提出⽅法については、⽀払基⾦への提出⽅法と同様です。

現状
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再審査等請求書の提出について 〈集約後 ①審査結果に対する再審査請求〉

再審査等請求書の提出先及び提出⽅法を次のとおり変更いたしますのでご協⼒をお願いいたします。
医療機関からのお申出に対し、審査事務担当者が責任を持って確実に対応して参ります。

集約後 ①審査結果に対する再審査請求について

提出先の審査事務担当者は、９⽉5⽇と９⽉30⽇の返戻発送に併せて医療機関別の⽂書を送付しお知らせします。ま
た、⽀払基⾦ホームページの医療機関等照会連絡先検索機能によりご確認いただけます。

 紙レセプト請求医療機関
審査委員会事務局の審査事務担当者宛へ、郵送によりご提出ください。

（下枠内の都道府県に所在する医療機関は、センター（分室）の審査事務担当者宛へご提出くださ
い。）北海道・宮城県・岩⼿県・群⾺県・埼⽟県・東京都・⽯川県・愛知県・⼤阪府・広島県・島根県・⾹川県・福岡県・熊本県※ ※

※群⾺県及び島根県所在の医療機関については審査事務担当者が分室（⾼崎及び⽶⼦）に所在しています

 電⼦レセプト請求医療機関
 医療機関ごとに担当者を設けております審査事務センター（分室）の審査事務担当者宛へ、再審

査等請求書をご提出ください。審査事務担当者は担当医療機関の審査状況等を熟知しております
ので、ご請求された内容を確認し医療機関へ再度照会する場合等、迅速な対応が可能となります。

 オンライン請求医療機関は原則オンラインにより、電⼦媒体（CD-R等）請求医療機関は審査事務
担当者宛へ、郵送によりご請求ください。

※ 資料等を添付した上で再審査請求される場合は、審査事務担当者宛へ、郵送でご提出ください。
 再審査等請求書については⽉単位の処理としておりますので、審査委員会事務局へご提出されま

すと、引継ぎの関係上、審査事務担当者所在の審査事務センター（分室）へ直接ご提出いただい
た場合と⽐較し最⼤1か⽉処理が遅れる場合がありますので、ご了承願います。
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再審査等請求書の提出について 〈集約後 ②レセプトの取下げ依頼〉

再審査等請求書の提出先及び提出⽅法を次のとおり変更いたしますのでご協⼒をお願いいたします。
医療機関からのお申出に対し、審査事務担当者が責任を持って確実に対応して参ります。

提出先の審査事務担当者は、９⽉5⽇と９⽉30⽇の返戻発送に併せて医療機関別の⽂書を送付しお知らせします。
また、⽀払基⾦ホームページの医療機関等照会連絡先検索機能によりご確認いただけます。

 電⼦レセプト請求医療機関
 当⽉請求されたレセプトの取下げ依頼については、医療機関ごとに担当者を設けております審査事務センター

（分室）の審査事務担当者へ、電話によりご依頼ください。なお、審査委員会が始まる前⽇までにお電話をいた
だけますと、レセプトを翌⽉⽉初に返戻することが可能です。

 前⽉以前に請求されたレセプトの取下げ依頼については、オンライン請求医療機関は原則オンラインにより、電
⼦媒体（CD-R等）請求医療機関は審査事務センター（分室）の審査事務担当者宛へ、再審査等請求書を郵送に
よりご請求ください。審査事務担当者は担当医療機関の請求状況等を熟知しておりますので、ご請求された内容
を確認し医療機関へ再度照会する場合等、迅速な対応が可能となります。

 再審査等請求書については⽉単位の処理としておりますので、審査委員会事務局へご提出されますと、引継ぎの
関係上、審査事務担当者所在の審査事務センター（分室）へ直接ご提出いただいた場合と⽐較し最⼤1か⽉処理
が遅れる場合がありますので、ご了承願います。

 提出⽅法については、この他にメールによる⽅法を検討しておりますので、おってご連絡いたします。
 紙レセプト請求医療機関
 当⽉請求されたレセプトの取下げ依頼は審査委員会事務局の審査事務担当者宛へ、電話によりご依頼ください。
 前⽉以前に請求されたレセプトの取下げ依頼は、審査委員会事務局の審査事務担当者宛へ、郵送によりご提出く

ださい。
（下枠内の都道府県に所在する医療機関は、センター（分室）の審査事務担当者宛へご提出ください。）

 提出⽅法については、この他にメールによる⽅法を検討しておりますので、おってご連絡いたします。

北海道・宮城県・岩⼿県・群⾺県・埼⽟県・東京都・⽯川県・愛知県・⼤阪府・広島県・島根県・⾹川県・福岡県・熊本県

②レセプトの取下げ依頼について

※

※群⾺県及び島根県所在の医療機関については審査事務担当者が分室（⾼崎及び⽶⼦）に所在しています

集約後

※
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参考
レセプトの
請求形態 提出先・連絡先 審査結果に対す

る再審査請求
当⽉請求レセプト
の取下げ依頼

前⽉以前請求レセプ
トの取下げ依頼

オンライン
請求医療機関

審査事務センター
（分室）の審査事
務担当者宛て

オンライン請求
システム
（添付資料があ
る場合は郵送）

電話
（審査委員会開催
前⽇まで）

オンライン請求
システム

電⼦媒体（CD-R
等）請求医療機関 郵送 郵送

紙レセプト
請求医療機関

審査委員会事務局
の審査事務担当者
宛て

郵送
電話
（審査委員会開催
前⽇まで）

郵送

※当⽉請求レセプトの取下げ依頼については、審査委員会開催前⽇までに電話連絡いただいた場合に
対応可能となります



Change,Challenge,Chance

審査運営協議会（現⽀部運営委員会）の設置

令 和 4 年 9 ⽉

重要性分類Ⅱ



Change,Challenge,Chance 1

審査運営協議会について

審査運営協議会の設置までの経緯

▪⽀部⻑を幹事⻑として、四者構成で⽀部の業務運営を協議していた旧幹事会を改め、四者
構成を維持しつつ、効率的・効果的な基⾦の業務運営に資するよう、都道府県ごとに基⾦
の審査運営を協議する機関として、「審査運営協議会」を定款に規定したところであり、
令和４年１０⽉１⽇から毎⽉開催する。

▪令和元年の基⾦法改正において、⽀部、幹事及び幹事⻑に関する規定が廃⽌され、幹事⻑
（⽀部⻑）が有していた⽀部業務の執⾏権限が、本部理事⻑に集約された。
▪改正法が施⾏された令和3年4⽉以降も、引き続き、関係者間の情報共有等の役割を担う場
が必要であることから、現在は、旧幹事会の仕組みを活⽤しつつ、同様の場として「⽀部
運営委員会」を開催している。
▪今般、関係者間により審査委員会及び審査委員会事務局の審査運営に関して必要な事項を
協議するとともに、審査事務センターの運営に関して関係者の意⾒を述べる機関として、
審査運営協議会を設置することとした。

審査運営協議会（旧幹事会）の設置

【四者構成】
協議会委員８名
・保険者を代表する者
・被保険者を代表する者
・診療担当者を代表する者
・公益を代表する者
（うち１名は審査委員会事務局⻑）



Change,Challenge,Chance 2

審査運営協議会について

保険者代表、被保険者代表、診療担当者代表、公益代表の委員それぞれの⽴場から、セ
ンター及び審査委員会事務局が適切かつ着実な事業運営を⾏っているか、協議し、意⾒を
述べる機関。

＜協議会に報告される事項（主なもの）＞
①審査委員会事務局・審査事務センターの業務運営⽅針（数値⽬標含む）
②審査委員会事務局の審査の実績
③審査結果の不合理な差異解消の検討状況

④審査事務センターの審査事務の実績
⑤理事会での協議・報告事項

審査運営協議会

※審査委員⻑もオブザーバー出席し、審査委員会の審査実績や差異解消に関する取組などについて
医学的要素の説明を⾏うとともに、協議内容（結果）について審査委員会に共有。

・各ブロックの診療科別WGの検討状況
・ブロックの取決事項と⾃県の取扱い
・審査の差異の可視化レポートの⾃県の状況



Change,Challenge,Chance 3

(●県)

集約後の組織体制と審査運営協議会

＜審査運営協議会＞

＜審査委員会事務局＞
審査委員会の審査補助や、紙レセプトの審
査事務と併せて、紙レセプト・電子媒体の受
付を行いますので、その提出先は従来と同
じ支部の所在地と変わりません。
保険者との窓口業務や打ち合わせ等の実

施については、従来と同様、保険者の所在

する支部の所在地で行います。

（Ａ県）

【管理機能】 【審査機能】

＜ブロック＞（東北、関東、中部、近畿、中四国、九州）

本 部

＜中核審査事務センター＞
東北（宮城）、関東（東京）、中部（愛知）
近畿（⼤阪）、中四国（広島）、九州（福岡）

診療科別WG

＜審査委員会＞
これまでと同様、地域医療や医療
機関の特性を熟知した審査委員
が、審査を行います。

ブロック別審査委員⻑会議
・審査の取扱いに関する調整その他
審査に関する重要事項の調査審議

全国審査委員⻑会議
・審査の取扱いに関する調整その他
審査に関する重要事項の調査審議

※審査委員会、中核審査事務センター、審査委員会事務局、審査運営協議会は本部の下に設置

…

審査の補助

調査審議の補助

調査審議の補助

＜地域審査事務センター＞
北海道（北海道）、北関東（埼⽟）、

北陸（⽯川）、四国（⾹川）

協議・意⾒

審査事務センターで職員が複数の都道府県を担当することによって
発⾒した差異や、保険者から指摘された審査結果の不合理な差異に
ついて、各都道府県の審査委員の代表からなる診療科別ＷＧで解消
に向けた調整に取り組みます。

＜分室＞
盛岡、⾼崎
⽶⼦、熊本

【四者構成】 協議会委員８名
・保険者を代表する者
・被保険者を代表する者
・診療担当者を代表する者
・公益を代表する者（うち１名は審査委員会事務局⻑）



 

 

 

 

社会保険診療報酬支払基金福岡支部 

令和 4年 9月号 
 

 

 

 

① 診療（調剤）報酬請求書等の受付 

オンライン請求利用可能期間 

（土・日・祝日も送信可能です） 

5日（月）～ 7日（水）8:00～21:00 

8 日（木）～10日（土）8:00～24:00 

5 日（水）～ 7日（金）8:00～21:00 

8 日（土）～10日（月）8:00～24:00 

「請求確定」は 10 日までにお願いします。 

ＡＳＰ結果の訂正は、12 日の 21 時までにお願いします。 

電子媒体・紙レセプト受付日 

6日 

（火） 

7日 

（水）

8日 

（木）

9日 

（金）

10日

（土）

6日 

（木）

7日 

（金） 

8日 

（土） 

9日 

（日）

10日

（月）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

〇：開所  ×：閉所   受付時間：9:00～17:30 

郵便等により提出される場合は、10日までの必着でお願いします。 
 

② 特定健診・特定保健指導データの送信（提出）締切日 

 ※郵便等により提出される場合は、封筒の表書きに「特定健診在中」と記載の上、５日必着でお願いします。 

オ ン ラ イ ン 9月 5 日（月） 10 月 5 日（水） 

利 用 時 間 9:00～21:00 

電 子 媒 体   9 月 5 日（月）必着   10 月 5 日（水）必着 

提 出 時 間 9:00～17:30 
 

③ 発送予定日 

増 減 点 連 絡 書 等 9月 5 日（月）   7 月診療分 9月 30 日（金）   8 月診療分 

当 座 口 振 込 通 知 書 9月 5 日（月）   6 月診療分 9月 30 日（金）   7 月診療分 
 

④ データ提供日（オンライン請求医療機関等） 

振 込 額 明 細 デ ー タ 
9月 15 日（木）   7 月診療分 10 月 15 日（土）   8 月診療分 

当座口振込通知書データ 
 

⑤ 支払予定日 

診 療 （ 調 剤 ） 報 酬 等 
9月 21 日（水）   7 月診療分 10 月 21 日（金）   8 月診療分 

特定健診・特定保健指導費 

出産育児 

一時金等 

正常分娩 
（10日提出）分

9月 6 日（火）

  8 月提出分 

10 月 5 日（水） 

  9 月提出分 ・正常分娩 
（25日提出）分
・異常分娩分 

9月 21 日（水） 10月 21 日（金） 

 

 

 

 

 

 令和 4年 9 月 令和 4年 10 月 

保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション・特定健診等機関・助産所の皆さまへ 

 

支払基金ホームページに福岡支部の情報を掲載しています。 
 支払基金からのご案内 
 福岡支部からのお知らせ 
 医療費助成事業の事業内容  など 

各支部の

2次元コー

ド https://www.ssk.or.jp/ 

◆トップページ → 本部・支部情報 → 「日本地図」または支部一覧の「福岡支部」よりご覧いただけます。 

●支払基金が受託している医療費助成事業を掲載しています 
トップページ → 事業内容 → 医療費助成事業関係業務 → 支払基金が受託している医療費助成事業 

支払基金は、１０月３日（月）及び４日（火）、全ての審査事務センター・
分室、審査委員会事務局を閉所とさせていただきます。 
詳細は最終ページをご覧ください。 

⽀払基⾦からのご案内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集約！ 「新生支払基金」１０月始動 Vol.2 

レセプトの審査・審査事務 
◆ 各都道府県の審査委員会での審査決定の仕組みは変わりません。 

地域医療や医療機関の特性を熟知した審査委員が、引き続き各都道府県で審査を行います。 

◆ 主として、これまで支部でレセプト点検をしてきた職員が、引き続き審査事務を行います。 

▪ オンライン又は電子媒体レセプト・・・14 拠点の審査事務センター・分室で審査事務を行います。

▪ 紙レセプト・・・・・各都道府県の審査委員会事務局で審査事務を行います。 

※ センター併設事務局のある都道府県の紙レセプト請求医療機関はセンター・分室の 

   担当者が対応します。 

※ 群馬県及び島根県所在の紙レセプト請求医療機関については、高崎分室、米子分室 

   でそれぞれ対応いたします。 

センター併設事務局とは、北海道、岩手、宮城、埼玉、東京、石川、愛知、大阪、広島、香川、福岡、熊本の各事務局です 

レセプト等の提出先 
◆ 電子媒体及び紙レセプト（返戻再請求分含む） 

◆ 特定健診・特定保健指導の電子媒体 

◆ 出産育児一時金等代理申請・受取請求書の紙及び電子媒体 

 
福岡県所在の医療機関等の皆様は、 
現行どおりの窓口へご提出願います。 

照会先 

◆ 電子レセプト・・九州審査事務センターの審査事務担当者の照会連絡先にご照会ください。 
※照会連絡先以外におかけ頂いた場合、転送等に時間がかかることがあります。 

◆ 紙レセプト・・・・九州審査事務センターの審査事務担当者の照会連絡先にご照会ください。 
 

 

◆ 支払基金ホームページに「医療機関等照会連絡先検索機能」を登載します。 

医療機関コードを入力することにより、審査事務担当者、照会連絡先を確認することができます。 

(9 月下旬運用開始予定) 

 

 

 

 

 
             
オンライン請求システムに関する照会 引き続きヘルプデスクを利用ください 

▪ オンライン請求ネットワークサポートデスク      ０１２０－２２０－５７１ 

▪ オンライン請求システムヘルプデスク          ０１２０－６０－７２１０ 

▪ 特定健診・特定保健指導決済システムヘルプデスク ０１２０－１０９－９５７ 

 

変更 

ＳＡＭＰＬＥ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行  令和 4年 9月 1日 

発行責任者  有村 保宏 

編集責任者  岡部 英子 

本年１０月の審査事務の集約に伴い什器等の移転を行うため、支払基金は、１０月３日（月）及び４日（火）
について、全ての審査事務センター・分室、審査委員会事務局を閉所とさせていただきます。 

増減点連絡書等は９月３０日（金）に発送いたしますが、レセプト請求等に係るご照会については、
ご迷惑をおかけいたしますが１０月６日（木）以降にお願いいたします。 
また、オンライン請求システムについては、通常どおり１０月１日から４日までをメンテナンスによる運用停止

期間とさせていただきます。なお、当該期間中の特定健診システムについては通常の運用となります。 

医療機関からの再審査等請求書の提出先及び提出方法 
● 審査結果に対する再審査請求や、レセプトの取下げ依頼における再審査等請求書の提出先が変更

となります。 

◆ 電子レセプト請求医療機関             

◆ 紙レセプト請求医療機関               
 
● 提出方法  

 ○ 審査結果に対する再審査等請求書  

◆ オンライン請求医療機関              原則、オンラインによりご提出をお願いします。 
※ 資料等を添付した上で再審査請求される場合は、郵送にてご提出ください。 

◆ 電子媒体又は紙レセプト請求医療機関    郵送によりご提出をお願いします。 
※ FAX での受信は廃止させていただきます。 

○ レセプトの取下げ依頼に係る再審査等請求書 

◆ 当月請求のレセプトの取下げ依頼    電話によりご依頼ください。 
     ※ 審査委員会が始まる前日までにお電話いただけますと、レセプトを翌月月初に返戻することが可能です。 

※ 毎月の電話取下げ期限については、１０月の「支払基金からのご案内」から審査委員会日程を踏まえた取下げ期
限日を掲載いたします。 

◆ 前月以前に請求されたレセプトの取下げ依頼 

    ▶ オンライン請求医療機関    原則、オンラインによりご提出をお願いします。 
▶ 電子媒体又は紙レセプト請求医療機関    郵送によりご提出をお願いします。 

※ 再審査等請求書の様式を変更しておりますので、支払基金ホームページの「様式集」よりダウンロードして使 
用してください。 

      ※ FAX での受信は廃止させていただきます。  

提出先の審査事務担当者は 
支払基金ホームページの「医療機関等照会連絡先検索機能」によりご確認願います。 

レセプトの 

請求形態 
提出先・連絡先 

審査結果に対する 

再審査請求 

当月請求レセプト

の取下げ依頼 

前月以前請求レセプトの 

取下げ依頼 

オンライン 

請求医療機関 

九州審査事務センター 

の審査事務担当者宛て 

オンライン請求システム 

（添付資料がある場合は郵送）

電話（審査委員会 

開催前日まで） 

オンライン請求システム 

電子媒体 

請求医療機関 
郵送 郵送 

紙レセプト 

請求医療機関 

 

主な届出の提出先及び窓口 

① 当座口振込通知書（支払調書）に関すること 

② 特定健診・特定保健指導機関に関すること 

③ 保険医療機関届に関すること 

④ 診療報酬等の振込銀行の変更に関すること 

⑤ オンライン請求の届出及び電子証明書の発行に関すること 

⑥ 出産育児一時金等帳票に関すること 

福岡審査委員会事務局
へご提出願います。 
住所は従来と同様、医療
機関の所在する支部と変
わりません。 

変更

発行所 社会保険診療報酬支払基金福岡支部 

   〒812-8532 福岡市博多区美野島１丁目１番８号 

    TEL 092—473-6611（代表） 

    FAX 092—473-8620 

九州審査事務センターの審査事務担当者宛て








